
対策中（H23実施）1 奈良市 芝辻町１丁目地内 3回 34戸 その他 水路流下能力不足 水路整備 ○ ◎ ○ ○ ○2 奈良市 四条大路４丁目地内 4回 28戸 その他 水路流下能力不足 バイパス水路整備 ◎ ○ ○ ○3 奈良市 中町地内 3回 6戸 内水 富雄川への排水不良 逆流防止弁整備 ◎ ○ ○ ○ ○ ○4 奈良市 東九条 6回 57戸 その他 水路流下能力不足 前川改修 ○ ○ ○ ○ ○下水道整備 ○ ○ ○5 奈良市 法蓮町 3回以上 84戸以上 その他 水路流下能力不足 菰川改修 ○ ◎ ○ ○ ○下水道雨水管整備 ○ ◎ ○6 奈良市 神殿町 3回 1戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ◎ ○ ○ ○ ○ ○7 大和高田市  築山、有井地内 4回 494戸 内水 高田川への排水不良 高田川改修 ◎ ○ ○ ○ ○ ○都市下水路改修 ◎ ○8 大和高田市 西町地内 3回 47戸 内水 高田川への排水不良 ポンプ施設整備 ○ ○ ○ ○ ○9 大和高田市 栄町地内 4回 172戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10 大和高田市 春日町 4回 158戸 内水 甘田川への排水不良 水路改修 ○ ○ ○ ○甘田川堆積土砂除去 ○ ○ ○甘田川改修 ○ ○ ○11 大和高田市 礒野北町地内 3回 119戸 その他 水路流下能力不足 水路浚渫 ○ ○ ○ ○ ○12 大和高田市 東三倉堂町地内 5回 113戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○ ○13 大和高田市 大中地内 3回 25戸 その他 水路流下能力不足 水路浚渫 ○ ○ ○ ○ ○14 大和高田市 吉井地内 3回 22戸 外水 普通河川流下能力不足 普通河川改修 ○ ○ ○ ○ ○15 大和高田市 旭北町 5回 111戸 その他 水路流下能力不足 水路浚渫 ○ ○ ○ ○ ○16 大和高田市 市場・葛城市尺土 3回 46戸 外水 太田川流下能力不足 太田川改修 ○ ○ ○ ○ ○ため池治水利用 ○ ○ ○17 大和郡山市 九条町、平野町地内 7回 63戸 その他 水路流下能力不足 貯留施設整備 ○ ◎ ○ ○ ○18 大和郡山市 冠山町地内 5回 44戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○19 大和郡山市 九条町、北郡山町、 4回 30戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○西奈良口町、観音寺町 貯留施設整備 ○ ◎ ○20 大和郡山市 下三橋町地内 3回 357戸 内水 佐保川、地蔵院川への排水不良 佐保川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○地蔵院川改修 ○ ◎ ○貯留施設整備 ○ ◎ ○21 大和郡山市 番条町 3回以上 - 内水 佐保川への排水不良 佐保川改修　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○22 大和郡山市 馬司町 3回以上 不明 内水 佐保川への排水不良、井堰管理 佐保川改修　 ○ ○ ○ ○ ○井堰管理 ○ ○23 天理市 櫟本町地内 浸水常襲地域から削除24 天理市 石上町地内 3回 10戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○25 天理市 二階堂駅前 11回 15戸 その他 道路横断水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○ ○ため池治水利用 ○ ○ ○ ○貯留施設整備 ○ ○ ○26 天理市 小路町地内 4回 5戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ◎ ○ ○ ○27 天理市 田部町地内 3回 41戸 内水 布留川北北流への排水不良 布留川北北流改修 ○ ○ ○ ○ ○水路整備 ○ ○ ○28 天理市 前栽町（前栽小学校前） 4回 6戸 その他 水路流下能力不足 バイパス水路整備 ○ ○ ○ ○29 天理市 川原城町地内 3回 - その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○30 天理市 二階堂南菅田町（三ノ坪） 10回 6戸 その他 道路横断水路流下能力不足 ため池治水利用 ○ ○ ○ ○ ○31 天理市 嘉幡町地内 5回 - その他 道路横断水路流下能力不足 ため池治水利用 ○ ○ ○ ○ ○32 天理市 守目堂町地内 5回 31戸 外水 布留川南流流下能力不足 布留川南流改修 ○ ◎ ○ ○ ○33 天理市 庵治町地内 3回以上 不明 内水 寺川への排水不良 寺川樋門整備 ○ ◎ ○ ○ ○34 天理市 柳本町地内 6回 67戸 外水 真目堂川流下能力不足 真目堂川改修 ○ ○ ○ ○ ○35 天理市 丹波市町 3回以上 16戸以上 内水 布留川北流への排水不良 布留川北流改修 ○ ◎ ○ ○ ○36 橿原市 五井町地内 3回 1戸以上 その他 水路流下能力不足 水路改修・浚渫 ○ ○ ○ ○高取川への排水不良 高取川改修 ○ ○ ○37 橿原市 今井町地内 7回 97戸以上 その他 水路流下能力不足 下水道整備 ◎ ○ ○ ○水路改修 ○ ○38 橿原市 四条町地内 9回 67戸以上 その他 水路流下能力不足 下水道整備 ◎ ○ ○ ○39 橿原市 大久保町地内 5回 26戸 その他 水路流下能力不足 水路浚渫 ○ ○ ○ ○ ○水路改修 ○40 橿原市 栄和町地内 6回 23戸以上 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○41 橿原市 醍醐町地内 3回 16戸以上 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○42 橿原市 法花寺町地内 3回 18戸以上 その他 分派堰からの流入 ○ ○ ○ ○ ○43 橿原市 見瀬町地内 3回以上 - その他 水路流下能力不足 水路改修 ◎ ○ ○ ○ ○ ○44 橿原市 曲川町地内 3回以上 9戸 内水 曽我川への排水不良 小金打川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○曽我川改修 ○ ◎ ○45 桜井市 西之宮地内 6回 104戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○貯留施設整備 ○ ○46 桜井市 大福地内 6回 201戸 その他 水路流下能力不足 貯留施設整備 ○ ○ ○ ○47 桜井市 吉備地内 5回 81戸 その他 水路流下能力不足 水路浚渫 ◎ ○ ○ ○48 桜井市 三輪地内 7回 255戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○ ○49 桜井市 粟殿地内 7回 88戸 その他 井堰管理 井堰管理 ◎ ○ ○ ○50 桜井市 桜井地内 6回 240戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○ ○※1：※2：※3：※4：
下線番号は平成21年度末時点において原因分析、減災対策の検討を実施していた地域

事業者 その他段階 地域防災力の充実※4対策状況対策済※２ 対策検討中 工期調整中地区 減災対策市町村 家屋浸水戸数 ハード対策 県 市町村対策検討済 概ね５年 中長期 国

対策済みは、緊急的な対策を含む。対策済みであっても、想定を超える降雨などにより浸水被害が発生することがある。また、今後の浸水被害状況に応じ新たに対策を検討する。◎は、概ね１０年に１回程度の確率で発生する降雨（概ね１時間に５０mm程度の降雨）による洪水等を対象とする抜本的な対策を実施。 なお、紀の川については、昭和３４年９月の伊勢湾台風と同規模の洪水を対象とする。また、適切な維持管理を実施する地域も含む。防災情報の提供及び地域防災力の充実については、全県において実施する。

浸水想定区域 防災情報の提供※4洪水ハザードマップ
ソフト対策事業実施期間※３原因調査中No※１ 過去29年間における被害回数 浸水原因浸水原因分類
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対策中（H23実施）
事業者 その他段階 地域防災力の充実※4対策状況対策済※２ 対策検討中 工期調整中地区 減災対策市町村 家屋浸水戸数 ハード対策 県 市町村対策検討済 概ね５年 中長期 国 浸水想定区域 防災情報の提供※4洪水ハザードマップ

ソフト対策事業実施期間※３原因調査中No※１ 過去29年間における被害回数 浸水原因浸水原因分類51 御所市 宮前町地内 3回以上 10戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○下水道整備 ○52 御所市 古瀬 4回 10戸 外水 曽我川流下能力不足 曽我川改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○53 生駒市  俵口町、谷田町地内 3回 21戸 外水 竜田川流下能力不足 竜田川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○54 生駒市 小瀬町地内 3回 69戸 外水 竜田川流下能力不足 竜田川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○55 香芝市 下田西 4回 36戸 その他 水路流下能力不足 バイパス水路整備 ○ ○ ○ ○56 香芝市 下田東２、３丁目 4回以上 89戸 外水 葛下川流下能力不足 葛下川改修 ◎ ○ ○ ○ ○ ○57 香芝市 鎌田 4回 50戸 その他 熊谷川流下能力不足 熊谷川改修 ○ ○ ○ ○ ○井堰管理 井堰管理 ○ ○ ○ため池治水利用 ○ ○ ○58 香芝市 鎌田 3回 1戸 外水 熊谷川流下能力不足 熊谷川改修 ○ ○ ○ ○ため池治水利用 ○ ○ ○59 香芝市 狐井 4回以上 15戸 外水 初田川流下能力不足 初田川改修 ○ ○ ○ ○ ○60 香芝市 別所 5回以上 73戸 外水 葛下川流下能力不足 葛下川改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ため池治水利用 ○61 香芝市 田尻 3回以上 33戸 外水 原川流下能力不足 原川改修 ○ ○ ○ ○ ○62 平群町 吉新地内 3回以上 30戸 その他 水路流下能力不足 区画整理事業による水路整備 ○ ◎ ○ ○ ○63 斑鳩町 法隆寺南１丁目地内 3回以上 35戸以上 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○64 斑鳩町 興留２．５．７丁目地内 3回以上 19戸以上 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○65 斑鳩町  稲葉車瀬、目安地内 4回以上 - 内水 大和川への排水不良 大和川改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○66 斑鳩町 阿波２丁目地内 5回以上 1戸 外水 三代川流下能力不足 三代川改修 ○ ○ ○ ○ ○67 斑鳩町 東福寺１丁目地内 5回以上 11戸 内水 富雄川への排水不良 富雄川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○68 安堵町 笠目 8回 4戸 内水 大和川への排水不良 大和川改修 ○ ○ ○ ○ ○69 三宅町 小柳地内 3回 1戸 内水 飛鳥川への排水不良 飛鳥川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○樋門整備 ○ ◎ ○貯留施設整備 ○ ◎ ○70 三宅町 伴堂地内 3回 5戸 内水 飛鳥川への排水不良 飛鳥川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○貯留施設整備 ○ ◎ ○71 三宅町 但馬地内 3回 30戸 内水 飛鳥川への排水不良 飛鳥川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○貯留施設整備 ○ ◎ ○72 三宅町 三河地内 3回 - 内水 新川への排水不良 新川改修　 ○ ◎ ○ ○ ○73 三宅町 石見地内 3回 18戸 その他 水路流下能力不足 下水道整備 ◎ ○ ○ ○74 田原本町 阪手地内 3回以上 46戸以上 内水 寺川への排水不良 宅地嵩上げ ○ ○ ○ ○ ○ ○堆積土砂除去 ○ ○ ○75 明日香村 岡地内 3回以上 42戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ◎ ○ ○ ○76 明日香村 飛鳥地内 3回以上 15戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ◎ ○ ○ ○77 明日香村 中平田地内 3回以上 6戸 外水 平田川流下能力不足 平田川改修 ○ ○ ○ ○ ○78 明日香村 小山地内 3回以上 3戸 その他 中の川への排水不良 堆積土砂除去 ○ ○ ○ ○ ○水路の流下能力不足 水路改修 ○79 広陵町 安部地内 3回 9戸 外水 尾張川流下能力不足 尾張川改修 ◎ ○ ○ ○80 広陵町 古寺地内 3回 - 内水 土庫川への排水不良 土庫川改修 ○ ○ ○ ○ ○81 広陵町 大場地内 4回 - 内水 葛城川への排水不良 広瀬川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○82 広陵町 平尾地内 3回 7戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○ ○83 広陵町 三吉地内 4回 12戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○ ○84 広陵町 三吉から疋相 6回 40戸 内水 馬見川流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○85 河合町 川合地内 6回 6戸 内水 大和川への排水不良 大和川改修 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○86 吉野町 御園地内 4回 - 外水 紀の川流下能力不足 紀の川改修 ○ ○ ○ ○ ○大滝ダム建設 ○ ○ ○87 吉野町 菜摘地内 4回 - 外水 紀の川流下能力不足 紀の川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○大滝ダム建設 ○ ◎ ○88 吉野町 南大野地内 4回 - 外水 紀の川流下能力不足 紀の川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○大滝ダム建設 ○ ◎ ○89 吉野町 南国栖地内 3回以上 2戸 外水 紀の川流下能力不足 紀の川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○大滝ダム建設 ○ ◎ ○90 下市町 新住地内 3回 10戸 外水 紀の川流下能力不足 紀の川改修 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○大滝ダム建設 ○ ◎ ○91 宇陀市 榛原区萩原地内 3回 13戸 外水 町並川流下能力不足 町並川改修 ○ ○ ○ ○92 曽爾村 伊賀見地内 4回 3戸 外水 普通河川流下能力不足 宅地嵩上げ ○ ◎ ○ ○ ○道路嵩上げ ○ ◎ ○93 天川村 北角地内 3回以上 - 外水 ダム土砂堆積 堆積土砂除去 ◎ ○ ○ ○94 下北山村 上池原地内 5回 1戸 外水 池郷川土砂堆積 堆積土砂除去 ○ ◎ ○ ○ ○95 下北山村  寺垣内、大里地内 3回 - 外水 西の川土砂堆積 堆積土砂除去 ○ ◎ ○ ○ ○96 上北山村   西原、河合、小橡地内 4回 6戸 外水 北山川、小橡川土砂堆積 堆積土砂除去 ○ ◎ ○ ○ ○97 大和高田市 池田、大谷地内 3回 41戸 その他 水路流下能力不足 水路改修 ○ ○ ○ ○ ○98 田原本町 近鉄田原本駅周辺 3回 13戸 調査中 ○ ○ ○99 田原本町 宮古地内 3回 9戸 調査中 ○ ○ ○100 田原本町 秦庄地内 3回 13戸 調査中 ○ ○ ○35 45 44 7 3 42 37 11 11 57 54 4 29 29 99 99※1：※2：※3：※4：
下線番号は平成21年度末時点において原因分析、減災対策の検討を実施していた地域
防災情報の提供及び地域防災力の充実については、全県において実施する。対策済みは、緊急的な対策を含む。対策済みであっても、想定を超える降雨などにより浸水被害が発生することがある。また、今後の浸水被害状況に応じ新たに対策を検討する。

合計
◎は、概ね１０年に１回程度の確率で発生する降雨（概ね１時間に５０mm程度の降雨）による洪水等を対象とする抜本的な対策を実施。 なお、紀の川については、昭和３４年９月の伊勢湾台風と同規模の洪水を対象とする。また、適切な維持管理を実施する地域も含む。
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